
 
   

の
搬
送
先

 

士
別
市
内
及
び
剣
淵
町
内
で
救
急
車

を
呼
ん
だ

は
基
本
的
に

次
の
場
合
に
限

名
寄
市
立
総

や
他
の
病
院
に
搬
送
さ
れ
ま

す
の
で
ご
留
意
願

 

 

 

小
児
科
へ
の
搬
送

ケ
ガ
と
火
傷

は

そ
れ
以
外
は
名
寄

市
立
総
合
病
院
へ
の
搬
送

 

 

 
 

か
か
り
つ
け
の

搬
送

緊
急
性
が

高
い
と
救
急
隊
が
判
断
し
た
場
合
は
名

寄
市
立
総
合
病
院
へ
の
搬
送
と
な
り
ま

 

 

 

救
急
隊
の

に
よ
る

判
断
で
脳
卒
中
が
疑

名
寄
市
立
総
合
病
院
へ
の
搬
送
と
な
り

 

  

 

土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
・
そ
の
他

の
事
情
で
士
別
市
立
病
院
の
整
形
外
科

医
師
が
不
在
の
場
合

名
寄
市
立
総

合
病
院
へ
の
搬
送

 

 

 

 

心
臓
の
疾
患
が
疑
わ
れ
る
場
合

救
急
車
か
ら
名
寄
市
立
総
合
病
院
へ
伝

送
さ
れ
た
心
電
図
を
解
析
し
た
医
師
の

指
示

名
寄
市
立
総
合
病
院

へ
搬
送
さ
れ
る
場
合

 
※
ま
だ
心
電
図
の
伝
送
装
置
を
搭
載
し

て
い
な
い
救
急
車
が
対
応
し
た
場
合

士
別
市
立
病
院
へ
の
搬
送
と
な

 

 

 

 

搭
乗
の
医
師
の
判
断

旭
川
赤
十
字
病
院
や
名
寄
市
立
総

合
病
院

様
々
な
搬

送
先
が
選
定

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ 

士
別
地
方
消
防
事
務
組
合
消
防
署 

剣
淵
支
署 

電
話
34―

２
１
３
２ 

   

   

か
ら 

ｅ-
 

 

国
税
庁

ス
マ

や
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
な

ど
の
申
告
書
を
作
成

マ
イ
ナ
ン
バ

を
使
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で

提
出

(注) 

 

と
連
携

控
除
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
の

タ
を
申
告
書
へ
自
動
で
入
力
す
る
こ
と

 

詳

国
税
庁

を
ご
覧

 

(注)

読
み
取
り
対

応
の

が
あ
れ
ば
ご

利
用
可
能

 

自
宅
で
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
！ 

確
定
申
告
書
等
作
成

 

h
t
t
p
s
:/
/
w
ww
.
n
ta
.
g
o.
j
p
/ta

x
e
s
/
sh
i

r
a
b
e
r
u/
s
h
in
k
o
ku
/
r
4_
s
m
art

_
s
h
i
nk
o

k
u
/
p
d
f/
0
1
.p
d
f 

      

連
携
で 

確
定
申
告
書
に

 

h
t
t
p
s
:/
/
w
ww
.
n
ta
.
g
o.
j
p
/ta

x
e
s
/
sh
i

r
a
b
e
r
u/
s
h
in
k
o
ku
/
r
4_
s
m
art

_
s
h
i
nk
o

k
u
/
p
d
f/
0
3
.p
d
f 

      

※
各
Ｑ
Ｒ

か
ら

を
ご
確
認
す
る

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

住
民
課
税
務

 

 

電
話
26―

９
０
２
６ 

 
 

 

士
別
地
方
消
防
事
務
組
合 

剣
淵
支
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

所
得
税
な
ど
の
申
告

 

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用

 

ＱＲコード 

ＱＲコード 

国税庁ｅ‐Ｔａｘキャラクター 

イータ君 



 
   

は
１
１
０

が
来

 

１
１
０
番

緊
急
の
事
件
・
事
故

早
く
警
察
へ
通
報
す
る

た
め
の
緊
急
電
話

 

１
１
０
番
に
出
た
警
察
官

事

件
・
事
故
の
内
容
に
基
づ
い
て
必
要
な

事
項
を
質
問

慌
て
ず
落
ち
着

い
て
正
し
く
答

 

警
察
官
が
早
く
現
場
に
到
着
で
き
る

場
所
の
住
所
や
付
近
の
目

標
と
な
る
建
物
な
ど
を
正
し
く
伝
え
て

 

 

携
帯
電
話
で
１
１
０
番
す
る
場
合
は

車
で
移
動
し
な
が
ら
の
通
報
や
歩
き
な

が
ら
の
通
報
は
通
話
が
途
切
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
控

 

車
を
運
転
し
な
が
ら
の
通
報

は
法
令
違
反
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

車
を
安
全
な
場
所
に
停
止
し
て

通
報

 

１
１
０
番
通
報
時
に
音
声
だ
け
で
は

状
況
が
分
か
ら
な
い

か
ら
現
場
の
状
況
等
の
動
画

や
静
止
画
像
の
提
供
を
お
願
い
す
る
場

合

 

１
１
０
番
ア
プ
リ

聴
覚
や
言
語

に
障
が
い
が
あ
る
方

音
声
に
よ

る
１
１
０
番
通
報
が
困
難
な
方

ス

等
を
利
用

文
字
で

警
察
に
緊
急
通
報
す
る
シ
ス
テ
ム

 

１
１
０
番
ア
プ
リ
を
利
用
す
る
た
め

事
前
に
専
用
の
ア
プ
リ
を
ダ
ウ

す
る
必
要

音

声
に
よ
る
１
１
０
番
通
報
が
可
能
な
方

は
電
話
で
の
１
１
０
番
通
報
を
お
願
い

 

 
 

緊
急
の
対
応
を
必
要
と
し
な
い
遺
失

物
・
拾
得
物
の

に
関
す

る
照
会

最
寄
り
の

交
番
・
駐
在
所
の
電
話

相
談
や
警

察
業
務
に
関
す
る

電
話
が
来

利
用

 

 
の

 

 

み
ん
な
が
困
る 

 

迷
惑
駐
車

 

 

違
法
・
迷
惑
駐
車

次
の
よ
う
な

危
険
や
障
害
の
原
因

 

①
道
路
を
狭
く
し
て
通
行
の
妨
害
に
な

 

 

違
法
駐
車

交
通
渋

滞
を
引
き
起

な
車
両

走
行
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

歩
道
上
駐
車
は
歩
行
者
の

通
行
を
妨

 

②
交
差
点
付
近
で
の
事
故
の
原
因
と
な

 

交
差
点
付
近
の
違
法
駐
車

通
行

す
る
車
両
や
歩
行
者
の
見
通
し
を
妨

交
差
点
事
故
の
原
因

 

③
緊
急
車
両
の
活
動
を
妨

 

狭
い
道
路
に
違
法
駐
車
が
あ
る
と
き

他
の
車
両
が
通
行
不
能
と
な
り
ま

特

消
防
車
や
救
急
車
な
ど
の

緊
急
車
両
の
活
動
を
妨

人
命
救
助

に
重
大
な
影
響
を
与

 

④
歩
行
者
事
故
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま

 

住
宅
街
で
の
違
法
駐
車

駐
車
車

両
の
直
前
や
直
後
か
ら

の

飛
び
出
し
に
よ
る
事
故

夜
間
に
は

走
行
車
両
が
駐
車
車
両
に
気
づ
か
ず
に

衝
突

交
通
事
故
の
原
因
に

 

⑤
除
排
雪
作
業
の
障
害

 

違
法
駐
車
が
除
排
雪
作
業
の
妨
げ
と

住
民
に
迷
惑

生
活
に

も
重
大
な
影
響
を
与

 

 
◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

士
別
警
察
署 

電
話
23―
０
１
１
０ 

   

  

 

興
味
の
あ
る
方
や
詳
し
い
説
明
を
聞

き
た
い
方

気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
下

 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状

況
に
よ
り
日
程
や
会
場
が
変
更
と
な

る
場
合

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部 

名
寄
出
張
所 

電
話
０
１
６
５
４―

２―

３
９
２
１ 

住
所
〒
０
９
６―

０
０
１
１ 

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45 

士
別
警
察
署
か
わ
ら
版 

 自衛官候補生（男子・女子）１月試験 

応募 

資格 

18 歳以上 33 歳未満 

（令和５年４月１日） 

受付 

期間 

受付中～ 

令和５年１月 16 日（月）締切 

試験日 
令和５年１月 22 日（日）･23 日（月） 

※いずれかの１日を指定できます。 

会場 
旭川市 

※細部は受付時にお知らせします。 

 

自
衛
隊
旭
川
地
方
本
部
か
ら
の 

お
知
ら
せ


